
【Web資料Ⅲ-② 労働者の就労請求権に関する裁判例】 

 

読売新聞社事件・東京高決昭和 33年 8月 2日 

「労働契約においては、労働者は使用者の指揮命令に従つて一定の労務を提供する義務を負担し、使用者はこれに対

して一定の賃金を支払う義務を負担するのが、その最も基本的な法律関係であるから、労働者の就労請求権について労

働契約等に特別の定めがある場合又は業務の性質上労働者が労務の提供について特別の合理的な利益を有する場合を除

いて、一般的には労働者は就労請求権を有するものでないと解するのを相当とする。」 
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